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美里町スイミングセンター 

 
 

 

 

１．営業時間 

（１）火曜日から土曜日 ９：００～２１：００（遊泳時間は、９：００～２０：４５） 

（２）日曜日及び祝日  ９：００～１６：００（遊泳時間は、９：００～１５：４５） 

２．利用施設 

（１）幼児用プール 

（２）多目的プール 

（３）２５メートルプール（貸切専用以外） 

３．休 館 日 

（１）月曜日及び１２月２９日から翌年１月３日まで 

   （月曜日が国民の祝日に規定する休日に当たるときは、その翌日） 

     ※その他メンテナンス等によりご利用いただけない日もありますので、月間 

      予定表をご確認ください。 

４．利用方法 

（１）券売機で利用券を購入してください。 

   （２５メートル１コースを貸し切る場合は、１５日前までに団体登録が必要です。 

    団体が利用する日の７日前までに利用申請が必要です。） 

（２）普通券は、当日だけ有効のものです。 

（３）回数券は、１１回分で有効期限は購入日から１年間です。 

（４）定期券は、３か月と６か月の２種類です。有効期限は購入日から３か月又は 

   ６か月です。 

５．利用協力 

（１）幼児の利用については、必ず保護者が一緒に入水するようご協力お願いします。 

   保護者 1人につき幼児 2人までとなります。 

６．利用上の注意事項 

（１）遊泳前には必ずシャワーで汗、化粧等（香水、整髪料含む。）をよく落とし、準 

   備体操を十分に行ってください。 

（２）遊泳後は洗顔、うがい、シャワー等の励行をお勧めします。 

（３）ビート板、ヘルパー等は当館貸出品のみ使用できます。使用後は所定の場所に 

   返却してください。 

個人利用について 
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（４）（３）以外の補助具（遊具は不可）を持ち込む場合は、受付にご相談ください。 

（５）次に該当する方は、プールの利用をご遠慮願います。 

   ①水着、スイミングキャップを着用しない方 

   ②おむつを着用している方 

   ③３歳未満及び保護者が付き添わない幼児 

   ④酒気を帯びた方 

   ⑤伝染疾患がある方及び医者に水泳を禁止されている方。 

   ⑥風区を乱す恐れのある方及び他人に迷惑行為を及ぼす恐れのある方 

   ⑦刺青のある方 

（６）盗難、紛失についての責任は負いかねますので、自己管理をしてください。 

（７）一般開放では、団体による長時間独占利用はせず、利用者相互に譲り合って 

   ご利用ください。 

（８）その他ご不明な点がございましたら係員までお申し出ください。 

7．禁止行為 

（１）ペット類、危険物及びカメラ、ビデオ、携帯電話等の撮影機器等のプールへの 

   持ち込み及び更衣室での携帯電話等の使用。 

（２）プール場内及び更衣室での飲食（プールサイド指定箇所での水分補給は可。） 

（３）タオル、ゴーグル、スイミングキャップ、更衣室ロッカーの鍵以外にプール 

     サイドへの持ち込み（指輪、イヤリング等の装飾品を含む） 

（４）プールサイドでの衣類、履物の着用。 

   （中学生以上の同伴保護者及び指導者は除く。） 

（５）プールサイドを走ったり飛び込みや潜水等の迷惑、危険な行為。 

（６）その他安全管理上、係員の指示に反する行為。 

 

 

【問い合わせ】美里町スイミングセンター  0229-25-3787、0229-58-2220 

指定管理者：(株)イトマンスポーツウェルネス 
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美里町スイミングセンター 

 

１．営業時間 

（１）火曜日から土曜日 ９：００～２１：００（遊泳時間は、９：００～２０：４５） 

（２）日曜日及び祝日  ９：００～１６：００（遊泳時間は、９：００～１６：４５） 

２．利用施設 

（１）スイミングセンター２５メートルプール（団体貸切コース） 

３．利用までの手続き 

（１）利用日の１５日前まで団体登録を行ってください。 

   （２人以上で登録してください。） 

（２）所定の施設利用許可書を、利用する日の７日前までに提出してくだい。 

（３）利用する際、券売機で利用券を購入し、「施設利用許可証」を受付に提示して 

   ください。 

４．申請受付 

（１）２５メートルプールコース貸切利用。 

  ①利用できるのは、２５メートルプールコース１コースから４コースまでです。 

  ②５コースから８コースまでは、一般開放・歩行開放のコースとなっております。 

   なお、当日利用受付はできません。ご注意願います。 

５．利用上の注意事項 

（１）指定された場所以外の利用はできません。 

（２）貸切利用時には、事故、紛失等に十分注意してください。 

（３）係員の指示に従い、他の利用者の迷惑にならないように利用してください。 

（４）キャンセルは、利用時の２日前までにご連絡ください。 

（５）その他、記載のない事項については「スイミングセンター個人利用のについて」 

   のとおりです。 

 

 

【問い合わせ】美里町スイミングセンター  0229-25-3787、0229-58-2220 

指定管理者：(株)イトマンスポーツウェルネス 

団体貸切利用について 

 

 

 

 


